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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）

の補助事業期間の延長の特例について（通知） 

 

 標記補助事業については、交付条件において、様式Ｆ－１４「補助事業期間延長承認申請書」

により補助事業期間の延長を１年度に限り可能としていますが、令和２(2020)年度から令和４

(2022)年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により研究活動への様々な支障が生じ

ていることを考慮し、様式Ｆ－１４－ＣＶ「補助事業期間再延長承認申請書」による補助事業期

間の延長の特例を設けたところです。 

今般、令和５(2023)年度についても、当該感染症の影響が大きかった時期（令和２(2020)年度

及び令和３(2021)年度）を内定当初の研究期間に含む研究課題のうち、様式Ｆ－１４により補助

事業期間の延長承認を得た研究課題について、当該感染症の影響により更なる研究実施計画の変

更等が必要となった場合は、様式Ｆ－１４－ＣＶによる延長を２回まで認める取扱いとします。

また、来年度以降、様式Ｆ－１４－ＣＶによる補助事業期間の延長の特例は行わない可能性があ

りますので、以下の留意事項を確認の上、貴職より関係する各研究代表者及び事務職員等に周知

願います。 

  

 

＜留意事項＞ 

○ 既に様式Ｆ－１４－ＣＶにより２回再延長を行った研究課題については、再度の延長はできません。 

 

○ 令和４(2022)年度以降に採択された研究課題については、当該感染症の影響を考慮した研究計画となっ

ていることから、様式Ｆ－１４－ＣＶによる再延長はできません。 

 

○ 科研費では、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば、本会への申請などを行うことなく、既に

実施中の研究計画を一部変更することも想定しています。そのため、研究計画を柔軟に変更するなどし

て、内定当初の研究期間中に研究課題の完了を目指していただくとともに、延長した研究課題と新たに

応募する研究課題の間では重複応募制限は適用されません（※）ので、必要に応じて研究計画を再構築

し、新規研究課題としての応募を御検討いただくようお願いします。 
 

※ 重複制限の取扱いについて、補助事業期間の延長（再延長を含む）を行う場合（産前産後の休暇、育児休業の取

得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長（様式Ｆ－１３－２）により手続きを行う場合を除く。）

には、補助事業期間を延長した研究課題と、新たに応募する研究課題の間において重複制限は適用されません。 

 

○ 本取扱いに係る手続きの詳細については、通常の補助事業期間の延長に係る手続きと併せ、毎年１月頃

に連絡します。 



 
 

＜再延長の対象＞ 

 令和３(2021)年度以前の採択課題で、令和５(2023)年度まで、様式Ｆ－１４により補助事業期間を延長、又

は様式Ｆ－１４－ＣＶにより補助事業期間の再延長を１回行っている研究課題。 

 

 

 

＜参考＞ 

科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金研究者使用ルール（交付条件） 

【補助事業期間の延長】 

3-12 研究代表者は、研究実施計画変更等に伴い、研究計画最終年度の翌年度まで補助事業期間の延長を希望する場合

には、研究計画最終年度の３月１日までに、様式Ｆ－１４「補助事業期間延長承認申請書」により申請を行い、

日本学術振興会の承認を得なければならない。なお、１年を超えて補助事業期間を延長することはできない。

（略） 

 

 

【本件問合せ先】 

研究事業部 研究助成第一課 基金助成係 

TEL：03-3263-1057 

 

令和２(2020)年度 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 令和６(2024)年度

当初の補助事業期間 F-14 F-14-CV（1回目） F-14-CV（2回目） 延長不可

F-14 F-14-CV（1回目） F-14-CV（2回目）

F-14 F-14-CV（1回目）

当初の補助事業期間 F-14 延長不可

令和4年度までに実施された補助事業期間延長にかかる特例措置
令和5年度における補助事業期間延長にかかる特例措置の対象

当初の補助事業期間

当初の補助事業期間


